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映画ビジネスの概要

商業用映画は、映画製作者が多額の資金を投入して製作するが、その「投資資本」は、必ずしも
回収が約束されているわけではない。

完成した原版（オリジナルデータ）をマルチユースすることにより投資資本のリクープを目指す。

マルチユースは、映画製作者がビジネス上のウィンドウを設定し、完成原版を主体的にコピーコ
ントロールすることで成立している。

許諾契約のない複製については、いかなる場合も資本回収のウィンドウと衝突するため、原則的
に禁止している。

映画館等における映画の盗撮は、「映画の盗撮の防止に関する法律」（平成19年法律第65
号）により私的複製禁止。

DVD等のパッケージ商品については、技術的保護手段により私的複製禁止。
有料放送と映画配信は、著作権保護技術により視聴のみを許容し私的複製は原則禁止。

劇場公開 パッケージ商品

TVオンエア 配信等

完成原版
（オリジナルデータ）

【複製を根幹としたマルチユース】
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「アナと雪の女王」と「ＭｏｖｉｅＮＥＸ」について

３月１４日（金）より劇場公開スタート。

７月２２日現在、 ／ を記録。

７月１６日に「ＭｏｖｉｅＮＥＸ」を発売。

７月２０日までの で、 。

レンタル回数も 、オンデマンドでも を記録。

マルチデバイスで楽しめる“ 。

©2014 Disney
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「デジタルコピー」とは

「ＭｏｖｉｅＮＥＸ」は、ブルーレイ、ＤＶＤディスクに加えて、「Ｍａｇｉｃコード」を入力
することにより、デジタル視聴サービスを提供。大好きな映画を様々な端末で持ち運べ、多くの
場面で視聴することが可能となる。

©2014 Disney
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利用者が用意したコンテンツをロッカ
－に保存し（①）、当該コンテンツを
多数の利用者が共有して利用（②･③）
できるようにするサービス。
《例》MegaUpload

クラウド事業者が用意して（①）ロッ
カーに保存したコンテンツを、多数の
利用者が共有して利用（②･③）できる
ようにするサービス。
《例》動画配信サービス
＊奥邨チーム員によれば、「通常の配信サービスと変わらな
い」ため、「実際にはあまり意味のない類型」である。

映画ビジネスとロッカー型クラウドサービスについて

映画配信は“配信型”の「タイプ１」と「タイプ３」により、多様な作品をお客様にお届けする
ことがビジネスとして既に実現している。

配 信 型 ユーザーＵＬ型

共

有

型

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
型 タイプ１

[プライベート・
配信型]

タイプ３
[共有・配信型]

タイプ２
[プライベート・
ユーザーＵＬ型]

タイプ４
[共有・

ユーザーＵＬ型]

クラウド事業者が用意して（ライセンスを受ける場合を含む。
以下同じ）（①）ロッカーに保存したコンテンツについて、
利用者が事業者との契約等により、当該コンテンツを自らの
様々な携帯端末等においていつでも利用（ダウンロード又は
ストリーミング。以下同じ）（②）できるようにするサービス。
《例》Amazon Cloud player、電子書籍サービス

利用者が用意したコンテンツをロッカーに保存し（①）、
当該コンテンツを自らの様々な携帯端末等において利用（②）
できるようにするサービス。
《例》マイキャビ（Nifty）、MP3tunes、MYUTA
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出典：平成25年度著作物等の適切な保護と利用・流通に関するワーキングチーム（第2回）配布資料1
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ロッカー型クラウドサービスと著作権について

機動的かつ多角的に映画作品をお客様にお届けすることが、

映画製作者の使命であり、ビジネスチャンスでもある。

以上のことから、

映画ビジネスにおいては、クラウドサービスに限らず、

無許諾・無償を基本とする、権利制限規定の拡大などの

法的措置は不必要である。
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